
令和６年度茨木市会計年度任用職員（保育所部門）募集案内 

 

 

１ 職種、職務内容、勤務時間、資格要件 

 

職種名 職務内容 勤務時間 資格要件 

保育士 
入所児童の保育、 

保育日誌等の記入 

月～土（週 5日、隔週土曜出勤）  

①8：00～16：30  （休憩 45分） 

②8：30～17：00  （休憩 45分） 

③9：00～17：30  （休憩 45分） 保育士資格 

月～金（週 5日） 

9：00～17：00  （休憩 45分） 

月～金（週 5日）  9：00～14：00 

早朝保育 登園時間の児童保育 
月～金（週 5日）・土のみ（平日と兼務可） 

6：45～9：00の間で 1～2時間程度 

保育士資格 

（資格なしも可） 

夕方保育 降園時間の児童保育 
月～金（週 5日）・土のみ（平日と兼務可） 

1６：00～19：15の間で 1～３時間程度 

保育士資格 

（資格なしも可） 

用務員 
給食調理業務、 

園内の清掃業務 

月～金（週 5日）・土のみ（平日と兼務可） 

8：00～12：00または 13：00～16：00 
なし 

看護師 
児童の健康管理 

保健室業務 

月～金（週 5日）  

9：00～17：30  （休憩 45分） 
看護師免許 

医療介助員 医療的ケア児の介助 
月～金（週 5日） 

9：00～17：00  （休憩 45分） 
看護師免許 

 

２ 勤務先一覧 

 

勤務先 住所 

春日保育所 茨木市西田中町 1番 6号 

中央保育所 茨木市宮元町 2番 34号 

沢良宜保育所 茨木市沢良宜浜三丁目 13番 27号 

総持寺保育所 茨木市総持寺二丁目 2番 15号 

郡保育所 茨木市郡山五丁目 29番 4号 

小規模保育施設のぞみ 茨木市春日五丁目 5番 18号 

待機児童保育室あゆみ 茨木市学園町 2番 1号 

待機児童保育室みらい 茨木市西河原二丁目 16番 17号 



３ 任用期間 

  原則当該年度末まで  

 

４ 受験資格 

  次のいずれかに該当する者は受験できません。 

ア 禁固以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくな

るまでの者 

イ 茨木市職員として懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から 2年を経過しない者 

ウ 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で

破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入した者 

 

５ 勤務条件（R６年度時点） 

（１） 報酬 

職種名 勤務時間 報酬額 

保育士 

月～土（週 5日、隔週土曜出勤） （※1） 

①8：00～16：30  （休憩 45分） 

②8：30～17：00  （休憩 45分） 

③9：00～17：30  （休憩 45分） 

月額 219,340円 

月～金（週 5日） 

9：00～17：00（休憩 45分） 
月額 205,189円 

月～金（週 5日） 

9：00～14：00 
月額 141,509円 

早朝保育 
月～金（週 5日）・土のみ（平日と兼務可） 

6：45～9：00の間で 1～2時間程度 

例）月～金 ７：３０～９：００ 

月額 47,221円程度（有資格） 

月額 45,901円程度（無資格） 

夕方保育 
月～金（週 5日）・土のみ（平日と兼務可） 

1６：00～19：15の間で 1～３時間程度 

例）月～金 17:00～18：30 

月額 44,837円程度（有資格） 

月額 43,687円程度（無資格） 

用務員 

月～金（週 5日）・土のみ（平日と兼務可） 

8：00～12：00 

または 13：00～16：00 

例）月～金 

月額 102,761円（午前勤務） 

月額 77,070円（午後勤務） 

看護師 
月～金（週 5日） （※1） 

9：00～17：30（休憩 45分） 
月額 294,690円 

医療介助員 
月～金（週 5日） 

9：00～17：00（休憩 45分） 
月額 249,643円 

 



（２） 手当関係 

・期末手当（2.4５月分） 

 …週の勤務時間が 15時間 30分以上で定められている場合に支給 

・勤勉手当（2.０５月分） 

 …週の勤務時間が 15時間 30分以上で定められている場合に支給 

・通勤手当（上限 55,000円まで） 

…通勤距離片道２キロ以上の場合に支給 

      ・退職手当（※１ フルタイム会計年度任用職員のみ対象） 

 

（３） 社会保険等 

   ・健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険 

    …健康保険、厚生年金は週 20時間以上の勤務の定めが必要 

   

（４） 休暇 

・年次有給休暇  

…任用開始日から 6か月継続勤務し、8割以上出勤した場合に付与 

   ・特別有給休暇 忌引休暇、夏季休暇など 

 

６ 申込手続き 

（１） 申込先及び問い合わせ先 

大阪府茨木市駅前三丁目 8－13  

茨木市役所総務部人事課人事係（TEL 072-620-1601） 

 

（２） 申込方法 

   ・電話連絡もしくは、履歴書の郵送（又は持参も可）をお願いいたします。 

   ・個別面接を随時実施 

   ・面接日程は相談可能です。 

 

（３） 合格発表 

・面接実施日から原則 1週間以内に採否の決定をし、応募者に連絡いたします。 

・職種、勤務地については採用連絡とともにお伝えいたします。 


